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北九州市告示第４１号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号。以下「法」という。）第３６条第１項及び第５１条の２０第

１項並びに児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の１５第１

項の規定により、指定障害福祉サービス事業者及び指定特定相談支援事業者並

びに指定障害児通所支援事業者を指定したので法第５１条第１号及び第５１条

の３０第２項第１号並びに児童福祉法第２１条の５の２５第１号の規定により

次のとおり告示する。  
令和７年２月１４日 

北九州市長 武 内 和 久 

１ 指定障害福祉サービス事業者（共生型生活介護） 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日 

４０１６

７０２２

３７ 

デイサービス 

春の音 

北九州市八幡西

区折尾二丁目５

番２０号 

合 同 会 社 Ｎ

ＹＨ 

令和７年１

月１日 

２ 指定障害福祉サービス事業者（短期入所） 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日 

４０１７

６００８

０２ 

福祉型 ほっと

ステイなずな 

北九州市門司区

矢筈町６番１８

号 

一 般 社 団 法

人 ス マ イ ル

フ ュ ー チ ャ

ー 

令和７年１

月１日 

３ 指定障害福祉サービス事業者（就労継続支援Ｂ型） 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日 

４０１７

７０２４

２６ 

ぴあらぼ 北九州市小倉南

区朽網西二丁目

３番１１号 

Ｓ Ｏ Ａ Ｒ 株

式会社 

令和７年１

月１日 

４０１６

７０２２

２９ 

就労継続支援Ｂ

型事業所 ｏｌ

ｕｏｌｕ 

北九州市八幡西

区医生ケ丘３番

２８号有田ハイ

ム２階 

合 同 会 社 利

輝 

令和７年１

月１日 

４ 指定障害福祉サービス事業者（共同生活援助） 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日 

４０２７

７００４

８５ 

ステイホーム小

倉 

北九州市小倉南

区下曽根四丁目

３番３号 

Ｓ Ｏ Ａ Ｒ 株

式会社 

 

令和７年１

月１日 

４０２６ グループホーム 北九州市八幡西 株 式 会 社 Ｒ 令和７年１
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７００３

２０ 

 Ｒｅｓｕｒｒ

ｅｃｔ Ｈｏｍ

ｅ永犬丸南 

区永犬丸南町五

丁目１２番２号 

ｅ ｓ ｕ ｒ ｒ

ｅ ｃ ｔ  Ｒ

ｅｐａｉｒ 

月１日 

４０２６

４０００

５３ 

グループホーム 

 くくる戸畑 

北九州市戸畑区

丸町一丁目６番

２５号 

合 同 会 社 Ｌ

ＩＷ 

令和７年１

月１日 

５ 指定特定相談支援事業者（特定相談支援） 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日 

４０３７

８００４

６５ 

相談支援センタ

ーくらっち 

北九州市小倉北

区吉野町１０番

１９－３階Ｍ号

パークプラザ三

萩野 

Ｃ Ｒ Ｏ Ｗ Ｎ

Ｓ株式会社 

令和７年１

月１日 

６ 指定障害児通所支援事業者（放課後等デイサービス） 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日 

４０５６

５００２

１０ 

放課後等デイサ

ービス ウェイ

ブ 

北九州市若松区

小敷ひびきの一

丁目１６番５号 

合 同 会 社 ミ

ヤエイ 

 

令和７年１

月１日 

７ 指定障害児通所支援事業者（保育所等訪問支援） 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日 

４０５７

８００２

０５ 

多機能型事業所

（児童発達支援

・放課後等デイ

サービス）ぱお 

北九州市小倉北

区井堀三丁目３

番５号 

株 式 会 社 ア

ン ジ ェ リ ー

ク 

令和７年１

月１日 
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北九州市告示第４２号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号。以下「法」という。）第４６条第２項及び児童福祉法（昭和

２２年法律第１６４号）第２１条の５の２０第４項の規定による指定障害福祉

サービス事業及び指定障害児通所支援事業の廃止の届出があったので、法第５

１条２号及び児童福祉法第２１条の５の２５第２号の規定により次のとおり告

示する。 

令和７年２月１４日 

北九州市長 武 内 和 久 

1  指定障害福祉サービス事業者（居宅介護）  

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日 

４０１６

７０２１

４６ 

ライフサポート 

そらあお 

北九州市八幡西

区熊西一丁目３

番２６－２０３

号 

株 式 会 社 そ

らあお 

令 和 ６ 年

１ ２ 月 ３

１日    

２ 指定障害福祉サービス事業者（重度訪問介護） 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日 

４０１６

７０２１

４６ 

ライフサポート 

そらあお 

北九州市八幡西

区熊西一丁目３

番２６－２０３

号 

株 式 会 社 そ

らあお 

令 和 ６ 年

１ ２ 月 ３

１日    

３ 指定障害福祉サービス事業者（共生型生活介護） 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日 

４０１６

７０１４

７８ 

デイサービス  

春の音 

北九州市八幡西

区折尾二丁目５

番２０号 

株 式 会 社 コ

ール 

令 和 ６ 年

１ ２ 月 ３

１日 

４ 指定障害福祉サービス事業者（短期入所（空床型）） 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日 

４０１６

４００５

８４ 

社会医療法人共

愛会 戸畑共立

病院 

北九州市戸畑区

沢見二丁目５番

１号 

社 会 医 療 法

人共愛会 

令 和 ６ 年

１ ２ 月 ３

１日 

５ 指定障害福祉サービス事業者（就労移行支援） 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日 

４０１７

８００６

創造館 輝き 北九州市小倉北

区大畠一丁目７

Ｎ Ｐ Ｏ 法 人

列島会 

令 和 ６ 年

１ ２ 月 ３
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４２ 番２５号 １日 

６ 指定障害福祉サービス事業者（就労継続支援Ｂ型） 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日 

４０１７

７０２０

１２ 

ぴあらぼ 北九州市小倉南

区朽網西二丁目

３番１１号 

合 同 会 社 夢

心 

令 和 ６ 年

１ ２ 月 ３

１日 

７ 指定障害福祉サービス事業者（共同生活援助） 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日 

４０２７

７００３

１１ 

ステイホーム小

倉 

北九州市小倉南

区下曽根四丁目

３番３号 

合 同 会 社 夢

心 

令 和 ６ 年

１ ２ 月 ３

１日 

８ 指定障害児通所支援事業者（児童発達支援） 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日 

４０５７

７０３０

６０ 

たいむクラブＴ

ＷＯ 

北九州市小倉南

区八重洲町１１

番８号 

株 式 会 社 シ

リウス 

令 和 ６ 年

１ ２ 月 ３

１日 

４０５６

５００１

５２ 

サニーデイズ 北九州市若松区

高須南五丁目１

番１３号 

株 式 会 社 デ

イアクロス 

令 和 ６ 年

１ ２ 月 ３

１日 

９ 指定障害児通所支援事業者（放課後等デイサービス） 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日 

４０５７

７０３０

６０ 

たいむクラブＴ

ＷＯ 

北九州市小倉南

区八重洲町１１

番８号 

株 式 会 社 シ

リウス 

令 和 ６ 年

１ ２ 月 ３

１日 

４０５６

５００１

５２ 

サニーデイズ 北九州市若松区

高須南五丁目１

番１３号 

株 式 会 社 デ

イアクロス 

令 和 ６ 年

１ ２ 月 ３

１日 
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北九州市告示第４３号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号。以下「法」という。）第３６条第１項、第５１条の１９第１

項及び第５１条の２０第１項並びに児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

第２１条の５の１５第１項及び第２４条の２８第１項の規定により、指定障害

福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者並

びに指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談支援事業者を指定したので

法第５１条第１号、第５１条の３０第１項第１号及び第５１条の３０第２項第

１号並びに児童福祉法第２１条の５の２５第１号及び第２４条の３７第１号の

規定により次のとおり告示する。 

令和７年２月１４日 

北九州市長 武 内 和 久 

１ 指定障害福祉サービス事業者（短期入所） 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日 

４０１７

７０２４

５９ 

Ｓｔａｒｓ北九 

州高津尾 短期 

入所 

北九州市小倉南

区大字高津尾５ 

５３番地１ 

株 式 会 社 Ｓ

ｔａｒｓ 

令和７年２

月１日 

４０１６

７０２２

５２ 

ショートステイ 

 ディチョソ 

北九州市八幡西

区医生ケ丘８番

８号セゾンド高

和１００号室 

株 式 会 社 デ

ィチョソ 

令和７年２

月１日 

２ 指定障害福祉サービス事業者（就労継続支援Ｂ型） 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日 

４０１７

８０２３

５８ 

事業所みのり 北九州市小倉北

区西港町９４番

９号 

一 般 社 団 法

人 サ ー ク サ

クシード 

令和７年２

月１日 

４０１７

７０２４

３４ 

就労継続支援Ｂ

型事業所 ショ

パン 

北九州市小倉南

区湯川四丁目２

１番２号イマー

ジュ安部山公園

６０５号室 

合 同 会 社 シ

ョパン 

令和７年２

月１日 

４０１７

７０２４

４２ 

ｃｈａｎｃｏｒ

ｉｎ 

北九州市小倉南

区富士見二丁目

２番３－１０５

号 

合 同 会 社 あ

さ ひ Ｃ ｏ ｍ

ｐａｎｙ 

令和７年２

月１日 

４０１６

７０２２

４５ 

はっぴーはうす 

 うえすと 

北九州市八幡西

区則松東二丁目

２番２１号２階 

株 式 会 社 新

魁 

令和７年２

月１日 
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３ 指定障害福祉サービス事業者（共同生活援助） 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日 

４０２７

７００４

９３ 

Ｓｔａｒｓ北九 

州高津尾 

北九州市小倉南

区大字高津尾５ 

５３番地１ 

株 式 会 社 Ｓ

ｔａｒｓ 

令和７年２

月１日 

４ 指定一般相談支援事業者（地域移行支援） 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日 

４０３７

７００５

６６ 

相談支援事業所

弁慶 

北九州市小倉南

区富士見二丁目

２番３号ギャラ

ンドラ富士見１

０５号室 

合 同 会 社 あ

さ ひ Ｃ ｏ ｍ

ｐａｎｙ 

令和７年２

月１日 

５ 指定一般相談支援事業者（地域定着支援） 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日 

４０３７

７００５

６６ 

相談支援事業所

弁慶 

北九州市小倉南

区富士見二丁目

２番３号ギャラ

ンドラ富士見１

０５号室 

合 同 会 社 あ

さ ひ Ｃ ｏ ｍ

ｐａｎｙ 

令和７年２

月１日 

６ 指定特定相談支援事業者（特定相談支援） 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日 

４０３７

８００４

７３ 

あーと相談支援

センター 

北九州市小倉北

区浅野二丁目１

５番４５号クロ

ーバージャパン

ビル５０２号室 

一 般 社 団 法

人 サ ポ ー ト

みらい 

令和７年２

月１日 

４０３７

７００５

６６ 

相談支援事業所

弁慶 

北九州市小倉南

区富士見二丁目

２番３号ギャラ

ンドラ富士見１

０５号室 

合 同 会 社 あ

さ ひ Ｃ ｏ ｍ

ｐａｎｙ 

令和７年２

月１日 

７ 指定障害児通所支援事業者（放課後等デイサービス） 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日 

４０５７

８００３

７９ 

ブロッサムジュ

ニア小倉霧ケ丘

第三教室 

北九州市小倉北

区霧ケ丘三丁目

７番１４号クロ

ノス霧ケ丘７階 

株 式 会 社 ワ

ークワンズ 

令和７年２

月１日 
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８ 指定障害児通所支援事業者（保育所等訪問支援） 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日 

４０５７

８０００

３１ 

ＣＯＭＰＡＳＳ

・井堀 

北九州市小倉北

区井堀二丁目４

番１３号マーベ

ラスハイム１階 

株 式 会 社 三

葉 

令和７年２

月１日 

９ 指定障害児相談支援事業者（障害児相談支援） 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日 

４０７７

８００１

５１ 

あーと相談支援

センター 

北九州市小倉北

区浅野二丁目１

５番４５号クロ

ーバージャパン

ビル５０２号 

一 般 社 団 法

人 サ ポ ー ト

みらい 

令和７年２

月１日 

４０７７

７００１

４６ 

相談支援事業所

弁慶 

北九州市小倉南

区富士見二丁目

２番３号ギャラ

ンドラ富士見１

０５号室 

合 同 会 社 あ

さ ひ Ｃ ｏ ｍ

ｐａｎｙ 

令和７年２

月１日 
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北九州市告示第４４号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号。以下「法」という。）第５１条の２５第４項並びに児童福祉

法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の２０第４項及び第２４条の３

２第２項の規定による指定特定相談支援事業並びに指定障害児通所支援事業及

び指定障害児相談支援事業の廃止の届出があったので、法第５１条の３０第２

項第２号並びに児童福祉法第２１条の５の２５第２号及び第２４条の３７第２

号の規定により次のとおり告示する。 

令和７年２月１４日 

北九州市長 武 内 和 久 

１ 指定特定相談支援事業者（特定相談支援） 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日 

４０３６

７００３

７７ 

燈 北九州市八幡西

区永犬丸西町二

丁目４番５号 

株 式 会 社 Ａ

ｌｗａｙｓ 

令 和 ７ 年

１ 月 ３ １

日 

２ 指定障害児通所支援事業者（児童発達支援） 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日 

４０５６

７００３

１５ 

ｕｎｉｃｏ北九

州 

北九州市八幡西

区黒崎三丁目８

番２２号黒崎駅

前グリーンビル

１０１ 

株 式 会 社 ｕ

ｎｉｃｏ 

令 和 ７ 年

１ 月 ３ １

日 

３ 指定障害児相談支援事業者（障害児相談支援） 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日 

４０７６

７０００

９７ 

燈 北九州市八幡西

区永犬丸西町二

丁目４番５号 

株 式 会 社 Ａ

ｌｗａｙｓ 

令 和 ７ 年

１ 月 ３ １

日 

 

9



北九州市公告第１０４号 

 一般競争入札により、委託契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年

北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定によ

り、次のとおり公告する。 

  令和７年２月１４日 

北九州市長  武 内 和 久   

１  委託内容 

（１）  業務名  令和７年度北九州市妊婦のための支援給付事業業務委託 

（２）  履行の内容等 仕様書で定めるとおり 

（３）  履行期間  令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

（４）  入札方法   

ア  総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に 

当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１１０分の１００に相当する金額を入札書に記入すること。 

イ  開札の結果、予定価格の制限範囲内での入札がない場合は、直ちに再 

度入札を行う。 

ウ  入札執行回数は、２回を限度とする。 

エ  代理人が入札する場合は、本人の委任状を提出するとともに、入札書 

には代理人の記名押印が必要である。 

２  競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること 

 。 

 （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す  

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿  

に記載されていること。 

 （３） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３  入札の手続等 

 （１）  契約条項を示す場所及び期間 

 ア  場所  北九州市小倉北区城内１番１号 

 北九州市子ども家庭局子育て支援部子育て支援課 
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 イ  期間  この公告の日から令和７年２月２７日まで（日曜日、土曜日及

び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日（以下「日曜日等」という。）を除く。）の毎日午前８時３０分から

正午まで及び午後１時から午後５時まで 

（２）  入札関係資料の交付方法  この公告の日から電子メールにより無償 

で交付する。交付を希望する場合は、前号イの期間に子ども家庭局子育て 

支援部子育て支援課に連絡すること。 

（３）  入札説明会  入札説明会は、行わないものとする。 

（４）  入札に参加するための要件等 

ア  この一般競争入札に参加を希望する者は、所定の期日までに入札参加 

申込みを行い、入札参加者としての資格を有するか否かについて審査を 

受けなければならない。 

イ  入札参加申込みは、所定の様式を持参し、又は郵送することにより行

わなければならない。 

（５）  入札参加申込書を提出する場所及び期間 

ア  場所  第１号アの場所と同じ 

イ  期間 

（ア）  持参の場合 

この公告の日から令和７年２月２７日まで（日曜日等を除く。）の

毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

（イ）  郵送の場合 

書留郵便で令和７年２月２７日午後５時までに必着のこと。 

（６）  競争入札参加資格確認結果の通知  令和７年２月２８日までに通知

する。 

４ 入札及び開札の場所及び日時 

 （１）  場所  北九州市小倉北区城内１番１号 

        北九州市役所第２入札室（地下２階） 

 （２）  日時  令和７年３月５日（水）午後２時 

５  その他 

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語  日本語 

イ  通貨  日本国通貨 

（２）  入札保証金及び契約保証金 

  ア  入札保証金  入札金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条 

第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 
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  イ  契約保証金  契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５ 

条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

（３）  入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

 ア  この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

 イ  申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

 ウ  契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

（４）  落札者の決定方法 

契約規則第１３条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲 

内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。 

（５）  契約書作成の要否  要 

（６） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在 

地等 

     北九州市子ども家庭局子育て支援部子育て支援課 

 〒８０３－８５０１  北九州市小倉北区城内１番１号 

 電話  ０９３－５８２－２０８２  
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北九州市公告第１０５号 

 一般競争入札により、業務委託契約を締結するので、地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定

により次のとおり公告する。 

  令和７年２月１４日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 契約内容 

 （１） 業務名 令和７年度第２夜間・休日急患センター医療事務業務 

 （２） 業務内容等 仕様書で定めるとおり 

 （３） 履行期間 令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 （４） 履行場所 第２夜間・休日急患センター 

 （５） 入札方法  

ア 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に 

当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（当該金額に 

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 

）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に 

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額 

の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

  イ 電送及び郵送による入札は、認めない。 

  ウ 開札の結果、予定価格の制限範囲内での入札がない場合は、直ちに再 

   度入札を行う。 

  エ 入札執行回数は、２回を限度とする。 

  オ 代理人が入札する場合は、本人の委任状を提出するとともに、入札書 

   には代理人の記名押印が必要である。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。   

 （１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること 

  。 

 （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す 

  る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿 

  に記載されていること。 

 （３） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

 （４） 入札を行おうとする委託契約もしくは類似する業務について、病院 

又は一般診療所から受託した実績があること。   
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３ 入札手続等 

 （１） 契約条項を示す場所及び日時 

  ア 場所 北九州市八幡西区黒崎三丁目１５番３号 

       コムシティ地下１階 

       北九州市保健福祉局健康医療部第２夜間・休日急患センター 

  イ 日時 この公告の日から令和７年３月４日まで（日曜日、土曜日及 

   び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休 

日（以下「日曜日等」という。）を除く。）の毎日午前９時から午前１ 

１時３０分まで及び午後１時から午後４時３０分まで 

 （２） 入札関係資料の交付方法 

 電子メールにより無償で交付する。交付を希望する場合は、前号イの期 

間に北九州市保健福祉局健康医療部第２夜間・休日急患センターに連絡す 

ること。 

 （３） 競争入札参加申出書の提出 

 この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者は、郵送又は持参によ 

り競争入札参加申出書を提出し、競争参加資格の確認を受けなければなら 

ない。 

  ア 郵送による場合の提出方法及び提出期間等 

 第１号アの場所に書留郵便により、この公告の日から令和７年２月２ 

５日午後５時までに必着のこと。 

  イ 持参による場合の提出方法及び提出期間等 

  第１号アの場所にこの公告の日から令和７年２月２５日まで（日曜日 

等を除く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時か 

ら午後４時３０分までに持参のこと。 

 （４） 入札説明会の場所及び日時 入札説明会は行わない。 

 （５） 入札及び開札の場所及び日時 

  ア 場所 第１号アの場所と同じ 

  イ 日時 令和７年３月５日 午前１０時 

４ その他 

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語 日本語 

  イ 通貨 日本国通貨 

 （２） 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条 

   第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 
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  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５ 

   条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。  

 （３） 入札の無効 

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

  イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

 （４） 落札者の決定方法 

   契約規則第１３条第 1 項の規定により定められた予定価格の制限の範囲 

  内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。また、所定の回 

  数で落札者がいないときは、地方自治法施行令第１６７条の２第 1 項第８ 

  号の規定により随意契約に移行する。 

 （５） 契約書作成の要否 要 

 （６） この公告に係る契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

  ２３４条の３の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属す 

  る年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除 

  があった場合、発注者は、この契約を変更し、又は解除することができる 

  ものとする。 

 （７） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在 

  地等 

   北九州市保健福祉局健康医療部第２夜間・休日急患センター 

   〒８０６－００２１ 北九州市八幡西区黒崎三丁目１５番３号 

   コムシティ地下１階 

   電話 ０９３－６４１－３１１９ 

   ＦＡＸ ０９３－６４１－３１０５ 
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北九州市公告第１０６号 
 北九州市環境影響評価条例（平成１０年北九州市条例第１１号）第６条の３

第１項の規定により計画段階環境配慮書及びこれを要約した書類の提出があっ

たので、同条第２項の規定により、次のとおり公告するとともに、同条第３項

の規定により、当該配慮書等を縦覧に供する。 
 なお、当該配慮書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、縦覧

期間満了の日までの間に、市長に意見書を提出することができる。 
  令和７年２月１４日 

北九州市長 武 内 和 久   
１ 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

株式会社グローカル 
代表取締役 奥原征一郎 
広島県呉市中通二丁目６番６号 

２ 対象事業の名称 
  （仮称）北九州市白島沖浮体式洋上風力発電事業 
３ 縦覧場所 
  北九州市小倉北区城内１番１号 
  北九州市環境局環境監視部環境監視課 
  北九州市若松区浜町一丁目１番１号 
  北九州市若松区役所総務企画課 
  北九州市若松区鴨生田二丁目１番１号 
   北九州市若松区役所島郷出張所 
  北九州市小倉北区大手町１１番５号 
   北九州市立文書館 
４ 縦覧期間及び縦覧時間 

 令和７年２月１４日から同年３月１３日まで（日曜日、土曜日及び国民の

祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く 。）

の毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで（北九州市若松区役所島郷出

張所においては午前８時３０分から午後５時００分まで、北九州市立文書館

においては午前９時３０分から午後６時まで） 
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北九州市上下水道局公告第１８号 

一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市上下水道局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め

る規程（平成７年北九州市水道局管理規程第６号）第２条において準用する北

九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年北九州市

規則第７８号）第５条第１項の規定により読み替える北九州市契約規則（昭和

３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という 。） 第４条第１項の規

定により次のとおり公告する。 

  令和７年２月１４日 

               北九州市上下水道局長 持 山 泰 生 

１ 調達内容 

（１） 購入品目及び予定数量 

次亜塩素酸ソーダ  １７１万キログラム 

（２） 購入物品の特質等  仕様書で定めるとおり 

（３） 契約期間  令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

（４） 納入場所  北九州市上下水道局長の指示する場所 

（５） 入札方法  １キログラム当たりの単価により行う。落札決定に当た

っては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する

金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てるものとする 。） をもって落札金額とするので、入札者は

、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを

問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記

載すること。 

２ 競争入札参加資格 

次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。 

（２） 北九州市上下水道局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審

査等に関する規程（平成７年北九州市水道局管理規程第２号）第２条にお

いて準用する北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等

に関する規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業

者名簿（以下「有資格業者名簿」という 。） に記載されていること。 

（３） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 競争入札参加資格審査の申請 
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この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載

されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話 ０９３

－５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、令和７年

３月７日までに競争入札参加資格審査申請を行わなければならない。 

４ 入札手続等 

（１） 契約条項を示す場所及び期間 

ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 

北九州市上下水道局下水道部施設課 

イ 期間 この公告の日から令和７年３月２７日まで（日曜日、土曜日及

び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日を除く。以下「日曜日等」という 。） の毎日午前９時から午前１１時

３０分まで及び午後１時から午後４時３０分まで 

（２） 入札説明書及び仕様書の交付方法  北九州市上下水道局ホームペー

ジ入札・契約情報（https://www.city.kitakyushu.lg.jp/suidou/menu02_0001.h

tml ）又は前号アの場所において無償で交付する。 

（３） 入札説明会 入札説明会は、行わないものとする。 

（４） 競争参加の申出書の提出 

ア 郵送による場合の競争参加申出書の提出期限 第１号アの場所に書留

郵便により、令和７年３月７日午後５時までに必着のこと。 

イ 持参による場合の競争参加申出書の提出期限 第１号アの場所にこの

公告の日から令和７年３月７日まで（日曜日等を除く 。） の毎日午前９

時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後４時３０分までに提

出のこと。 

（５） 郵送による場合の入札書の提出期限 第１号アの場所に書留郵便に

より、令和７年３月２６日午後５時までに必着のこと。 

（６） 入札及び開札の場所及び日時 

ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 

小倉北区役所庁舎西棟地下２階第一入札室 

イ 日時 令和７年３月２７日午後１時３０分 

５ その他 

（１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

ア 言語 日本語 

イ 通貨 日本国通貨 

（２） 入札保証金及び契約保証金 

ア 入札保証金 入札価格に予定数量を乗じて得た額の１００分の５以上
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。ただし、北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水道局管

理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する契約規

則第５条第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

イ 契約保証金 契約金額に予定数量を乗じて得た額の１００分の５以上

。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第７項第１号又

は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

（３） 入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

ウ 契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当す

る入札 

（４） 落札者の決定方法  契約規程において準用する契約規則第１３条第

１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て入札を行った者を落札者とする。 

（５） 契約書作成の要否 要 

（６） 契約書作成に要する費用は、全て落札者の負担とする。 

（７） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在 

地等 

北九州市上下水道局下水道部施設課 

〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区大手町１番１号 

電話 ０９３－５８２－２４８５ 

６ Summary  

（１） Product and Quantity:  

Purchase of Sodium Hypochlorite  

Forecasted Quantity: 1,710,000kg  

（２） Deadline of Tender(by hand):  

1:30p.m., March 27,2025  

（３） Deadline of Tender(by mail):  

5:00p.m., March 26,2025  

（４） For further information, please contact:  

Facilities Construction Division,  

Sewer System Department, Water and Sewer Bureau,  

City of Kitakyushu  

1-1 Otemachi, Kokurakita-ku,Kitakyushu-city 803-8510 Japan  
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TEL 093-582-2485  
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北九州市交通局告示第１号 

 若松営業所、向田営業所、ＮＣ若松商連案内所、折尾駅前案内所及び二島案

内所における、北九州市自動車事業使用料及び手数料条例（昭和３９年北九州

市条例第４１号）第１条第１項第２号に規定する定期旅客運賃、同項第４号に

規定する特殊旅客運賃その他の料金の納付について、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２３１条の２の３第１項に規定する指定納付受託者を指定し

たので、同条第２項の規定により次のとおり告示する。 

令和７年２月１４日 

北九州市交通局長 白 石 基 

指定納付受託者 
指定をした日 指定期間 

名称 所在地 

Ｐ ａ ｙ Ｐ ａ ｙ 株

式会社 

東 京 都 千 代 田 区

紀 尾 井 町 １ 番 ３

号 

令 和 ７ 年 ２ 月 １

２日 

令 和 ７ 年 ２ 月 １

２ 日 か ら 同 年 ３

月３１日まで 
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